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羽田便

伊丹便

羽田便・伊丹便の搭乗率の推移 （4～7月）

※ 機材小型化

羽田便：22年4月1日以降

伊丹便：22年10月末以降

秋田空港の路線拡充について秋田空港の路線拡充について秋田空港の路線拡充について秋田空港の路線拡充について

平成２３年９月１５日

建 設 交 通 政 策 課

全日本空輸、日本航空から１０月３０日以降の２３年度冬ダイヤが公表され、羽田

便が７往復から９往復に、伊丹便は全日本空輸の新規就航により３往復から５往復と

なり、両路線とも過去最高の運航便数となる運びとなった。

県としては、２４年度夏ダイヤ以降の運航継続に向け、空港の利便性向上と利用促

進に引き続き努めてまいりたい。

１ 上向く利用者数と搭乗率１ 上向く利用者数と搭乗率１ 上向く利用者数と搭乗率１ 上向く利用者数と搭乗率

○利用者数（４月～７月）

20年度 21年度 22年度 23年度

羽田便 276,785人 238,768人 242,682人 285,653人

伊丹便 35,089人 40,722人 43,320人 28,295人

２ ２３年度冬ダイヤにおける路線拡充２ ２３年度冬ダイヤにおける路線拡充２ ２３年度冬ダイヤにおける路線拡充２ ２３年度冬ダイヤにおける路線拡充

（１）羽田便

現 行 → 拡充後 区 分 実施時期

ＡＮＡ ４往復 → ５往復 増 便 23年10月30日 ～

ＪＡＬ ３往復 → ４往復 増 便 23年10月30日 ～

計 ７往復 → ９往復

（２）伊丹便

現 行 → 拡充後 区 分 実施時期

ＡＮＡ ０往復 → ２往復 新規就航 23年12月16日 ～

ＪＡＬ ３往復 → ３往復 － －

計 ３往復 → ５往復
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３ ２４年度夏ダイヤの運航継続に向けて３ ２４年度夏ダイヤの運航継続に向けて３ ２４年度夏ダイヤの運航継続に向けて３ ２４年度夏ダイヤの運航継続に向けて

〈 経 緯 〉

・ 羽田空港の機能強化と秋田～羽田線の利用者増を背景に、今年７月に全日空

から県に運用時間延長の要望があった。

・ 県としては、増便ダイヤによる運航継続と東京滞在時間の拡大を図るため、

秋田市、空港周辺の住民等の理解を得ながら延長手続きを進めてまいりたい。

〈 運用時間の延長案 〉

現行条例の規定 改正案（要望）

秋田空港運用時間 ７：００～２１：３０ ７：００～２２：００

※ 羽田発最終便の秋田到着は現在２１：０５であるが、延長後は３０分程度

のダイヤ変更が見込まれる。

〈 東京滞在時間の拡大(イメージ) 〉

〈 スケジュール案 〉

２３年８月２５日 運用時間延長に係る協議を依頼（県→市）

９月 １日 空港周辺自治会役員へ事前説明（市・県→自治会役員）

９月13、16日 空港周辺自治会への説明会開催（市・県→自治会）

１２月定例会 空港管理条例の改正を提案（県→県議会）

→ 議決後、国に空港供用規程の変更認可申請

２４年３月２５日～ 運用時間の延長(H24年度夏ダイヤから)

羽田着

  8:50

7:00 7:45

秋田発

羽田着

  8:50

7:00 7:45 21:30頃 22:00

秋田発 秋田着

21:30

羽田発

　20:30頃

＜現行＞＜現行＞＜現行＞＜現行＞

＜改正案＞＜改正案＞＜改正案＞＜改正案＞

20:00

羽田発

　　　21:05

　　　秋田着

滞在時間の拡大滞在時間の拡大滞在時間の拡大滞在時間の拡大

ダイヤ設定の選択肢増加ダイヤ設定の選択肢増加ダイヤ設定の選択肢増加ダイヤ設定の選択肢増加

東京滞在時間：１１時間１０分東京滞在時間：１１時間１０分東京滞在時間：１１時間１０分東京滞在時間：１１時間１０分

東京滞在時間：１１時間４０分東京滞在時間：１１時間４０分東京滞在時間：１１時間４０分東京滞在時間：１１時間４０分程度程度程度程度
拡大拡大拡大拡大



- 3 -

県発注工事における低入札価格調査基準価格等の見直しについて県発注工事における低入札価格調査基準価格等の見直しについて県発注工事における低入札価格調査基準価格等の見直しについて県発注工事における低入札価格調査基準価格等の見直しについて

平成２３年９月１５日

建 設 管 理 課

１ 見直しの背景

○ 低価格入札は、①工事の品質低下、②下請・資材納入業者へのしわ寄せ、③労働条

件の悪化、④安全管理の不徹底につながりかねず、地域経済・雇用へ深刻な影響を及

ぼすことが懸念される。

○ 本県では、平成１９年度・２０年度に総合的な低入札対策を行っており、その際に

低入札価格調査基準価格等（以下「調査基準価格等」という。）については、独自の

計算式による基準の改定を行い、適正水準の設定に努めてきたところである。

○ 今年４月、中央公共工事契約制度運用連絡協議会（以下「中央公契連」という。）

による見直しが行われ、その計算式により求められる調査基準価格の水準は、本県に

おいても適用することが適切であると判断している。

○ さる８月２４日に開催された秋田県建設業審議会において、中央公契連の新たな計

算式に基づく調査基準価格等の見直しについて、了承されたところである。

２ 調査基準価格等の見直し

○ 県発注工事における調査基準価格等について、次のとおり見直しを行う。

【現行】

直接工事費×90％＋共通仮設費×90％＋現場管理費×80％＋一般管理費×50％

（ただし、入札比較価格の９／１０～７／１０を上限・下限額とする。）

【改正後】

直接工事費×95％＋共通仮設費×90％＋現場管理費×80％＋一般管理費×30％

（ただし、入札比較価格の９／１０～７／１０を上限・下限額とする。）

○ なお、直接工事費と一般管理費の設定水準が改正された結果、これらに基づく調査

基準価格等の全体の設定水準は、現行と比較して１～２％程度の引き上げとなる。

３ 実施予定時期

○ 平成２３年１０月１日以降に入札公告等を行う工事から適用する。
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能代火力発電所第２産業廃棄物最終処分場の建設工程について 

平成２３年９月１５日 

港 湾 空 港 課 

 

１ 経緯 

能代火力発電所は、県が建設した第１産業廃棄物最終処分場(約５４ha)に、平成５

年の発電所運転開始以来、石炭灰の埋立を行っている。 

当初は、平成２７年度には第１処分場の埋立が完了する見込みであったことから、

第２処分場(約２４ha)の建設に向け、平成２０年度から環境アセスメント調査・設計

を進めてきた。 

 

２ 東日本大震災による東北電力への影響 

大震災により、東北電力は太平洋側の設備を中心に甚大な被害を受け、被災設備の

復旧や、緊急電源の確保が最優先の課題となっており、東北電力全体の整備計画の見

直しが必要となった。 

 

３ 第１処分場の埋立状況 

大震災により福島県の原町火力発電所は運転停止中であるため、能代火力の石炭灰

を原町火力のリサイクル枠で処理することが可能になり、第１処分場の埋立期間は平

成３２年度までの５年間延ばすこととなった。 

 

４ 第２処分場建設工程の変更 

以上の状況を踏まえ、第２処分場の建設着手は、平成２５年度に延期し、工事完成

は、第１処分場の埋立が完了する平成３２年度とする。 

 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

H20.9 委員会説明工程

H23.9 今回変更工程

※廃掃法：廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第２

処分場

許

認

可

手

続

・環境アセスメント調査

・廃掃法に基づく

　処分場設置許可

・公有水面埋立免許

建

設

工

事

　護岸工事・遮水工事

埋

立

　H28.4開始

　→ H33.2開始

建　設　工　程　表

項　　目

第１

処分場

埋

立

　H5開始

　（免許期間～H32）

H20説明工程(3年6ヶ月)

H24.9～H28.3

H23提案工程(7年6ヶ月)

H25.6～H32.12

着工９ヶ月の遅れ
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中通一丁目地区市街地再開発事業について

平成２３年９月１５日

建 築 住 宅 課

１ 施設建築物建設工事について

（１）工期の変更

○ 再開発組合と清水建設(株)は、東日本大震災による資材調達への影響があった

ことから、7月19日に工期の変更契約を締結した。

・変更前：平成22年12月27日～平成24年3月30日(住宅棟：6月29日まで)

・変更後：平成22年12月27日～平成24年6月29日(住宅棟：9月28日まで)

（２）工事の進捗状況

○ 進捗率 約13%（平成23年8月末現在）

２ 商業施設のテナントについて

（１）テナント募集の経緯

平成22年 8月30日：秋田まちづくり(株)がテナント募集説明会を開催。

平成22年12月27日：(株)秋田まるごと市場を含む数社と出店交渉を進めている旨

を発表。

平成23年 5月17日：(株)秋田まるごと市場が商業施設の大部分を借受けし、店舗

運営することで概ね合意したと発表。

（２）賃貸借に関する基本合意の締結

○ 秋田まちづくり(株)は、(株)秋田まるごと市場（大島紳司社長）と賃貸借面積

を約７７０坪（商業床の約７割）とする基本合意を、9月13日に締結した。

○ 今後は、店舗配置等の協議を行いながら、平成24年7月上旬の開業を目指すと

している。

県立美術館

にぎわい交流館

住宅棟

広 場

商業施設

駐車場


